
第１８号議案 

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついて 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和８年３月３１日を限り、福岡県市町村職

員退職手当組合から久留米市外三市町高等学校組合を脱退させ、令和８年４月１日から、福

岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する。 

令和８年３月３日提出 

中間市長  福田 浩 



福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約（案）

福岡県市町村職員退職手当組合規約（昭和 36 年県指令 36 地第 903 号許可）の一部を次のよ

うに変更する。

別表第１粕屋郡の項を次のように改める。 

糟屋郡 宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，粕屋町，久山町，糟屋郡自治会館組合，

古賀高等学校組合，糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合，北筑昇華苑組合，粕屋南部

消防組合，粕屋北部消防組合，須恵町外二ヶ町清掃施設組合 

別表第１三井郡の項中「，久留米市外三市町高等学校組合」を削り，同表その他の項中「久

留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。 

別表第２第４区の項中「久留米市外三市町高等学校組合」を削り，「久留米広域市町村圏事

務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。 

附 則 

この規約は，令和８年４月１日から施行する。 



福岡県市町村職員退職手当組合規約新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

市 筑紫野市，大野城市，小郡市，宗像市，太宰府市，古賀

市，福津市，うきは市，柳川市，宮若市，朝倉市，飯塚

市，嘉麻市，中間市，八女市，みやま市，糸島市 

糟屋郡 宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，粕屋町，久

山町，糟屋郡自治会館組合，古賀高等学校組合，糟屋郡

篠栗町外一市五町財産組合，北筑昇華苑組合，粕屋南部

消防組合，粕屋北部消防組合，須恵町外二ヶ町清掃施設

組合 

嘉穂郡 桂川町，飯塚地区消防組合，ふくおか県央環境広域施設

組合 

（略） 

三井郡 大刀洗町，両筑衛生施設組合 

（略） 

その他 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合，福岡県自治

会館管理組合，筑紫野太宰府消防組合，春日･大野城･那

珂川消防組合，筑紫野･小郡･基山清掃施設組合，筑慈苑

施設組合，福岡県介護保険広域連合，うきは久留米環境

市 筑紫野市，大野城市，小郡市，宗像市，太宰府市，古賀

市，福津市，うきは市，柳川市，宮若市，朝倉市，飯塚

市，嘉麻市，中間市，八女市，みやま市，糸島市 

粕屋郡 宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，粕屋町，久

山町，粕屋郡自治会館組合，古賀高等学校組合，粕屋郡

篠栗町外一市五町財産組合，北筑昇華苑組合，粕屋南部

消防組合，粕屋北部消防組合，須恵町外二ヶ町清掃施設

組合 

嘉穂郡 桂川町，飯塚地区消防組合，ふくおか県央環境広域施設

組合 

（略） 

三井郡 大刀洗町，久留米市外三市町高等学校組合，両筑衛生施

設組合 

（略） 

その他 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合，福岡県自治

会館管理組合，筑紫野太宰府消防組合，春日･大野城･那

珂川消防組合，筑紫野･小郡･基山清掃施設組合，筑慈苑



施設組合，玄界環境組合，宗像地区事務組合，柳川みや

ま土木組合，有明生活環境施設組合，久留米広域消防組

合 

施設組合，福岡県介護保険広域連合，うきは久留米環境

施設組合，玄界環境組合，宗像地区事務組合，柳川みや

ま土木組合，有明生活環境施設組合，久留米広域市町村

圏事務組合 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

選挙区 

組 合 市

町 村 の

長 の う

ち か ら

選 挙 す

べ き 議

員の数 

組 合 市

町 村 の

議 会 の

議 長 の

う ち か

ら 選 挙

す べ き

議 員 の

数 

（略） 

第

４

区 

大刀洗町 大木町 広川町 両筑衛生施

設組合 八女地区消防組合 久留米広域

消防組合 

１人 １人 

（略） 

選挙区 

組 合 市

町 村 の

長 の う

ち か ら

選 挙 す

べ き 議

員の数 

組 合 市

町 村 の

議 会 の

議 長 の

う ち か

ら 選 挙

す べ き

議 員 の

数 

（略） 

第

４

区 

大刀洗町 大木町 広川町 久留米市外

三市町高等学校組合 両筑衛生施設組合

八女地区消防組合 久留米広域市町村圏

事務組合 

１人 １人 

（略） 


